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平成２４年度第１回震災復興推進本部会議提案 審議・報告・その他 

提 出 日：平成２４年４月２日 

担当部・課：産業部農林課〔内線 ３５５６〕 

 

①件  名 

北上食料供給体制強化特区の認定について 

②施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

農地の災害復旧や農地の大規模化による面的な集約、経営の大規模化等とともに、食料供給等施設

の整備を迅速かつ円滑に進めることにより、北上地区の基幹産業である農業の再生を図り、地域経済

の復興に資する。 

③根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

東日本大震災復興特別区域法 

【〔震災復興基本計画との整合性 基本計画の位置付け：○有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】 

石巻市震災復興基本計画 

施策大綱３ 自然への畏敬の念を持ち、自然とともに生きる 

施策大綱４ 未来のために伝統・文化を守り、人・新たな産業を育てる 

④提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

・平成 24年 3月 5日に市単独で国へ認定申請。 

・平成 24年 3月 23日に国の認定を受けた。（認定番号：宮城第 5号） 

⑤主な内容 

東日本大震災復興特別区域法に基づく農地法の特例を活用して、北上地区の農地の災害復旧に併せ、

同地区での水稲作付に不可欠な乾燥調整貯蔵施設を建設する。 

 乾燥調整貯蔵施設建設 

  場    所  石巻市北上町橋浦字大須地内 

  敷 地 面 積  約１ｈａ 

  対象農地面積  約５００ｈａ 

  事 業 主 体  石巻市 

⑥実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

・市民への影響 

  北上地区及び周辺地区の農業復興を支援するものとして期待される。 

 

・市行財政の効果 

 復興交付金を活用して事業を実施する予定である。 

⑦他の自治体の政策との比較検討 

現時点で本特例措置を活用した復興推進計画の認定はなく、全国初の認定となった。 

⑧今後の予定及び施行予定年月日 

復興推進協議会を開催し、食料供給等施設整備計画を作成する必要があるため、早急に協議会を開

催することとする。 

また、乾燥調整貯蔵施設については平成２５年秋の施設稼働に向けた取組みを進める。 

⑨その他 
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